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平
家
物
語

と
広
嗣

・
玄
防
説
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寿
永
二
年
２

一
八
三
）六
月
、木
曽
義
仲
に
痛
撃
を
与
え
る
べ
く
北
陸
に
向
か
っ
た

平
氏
軍
の
敗
亡
の
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
ろ
、
京
都
で
は
兵
革
祈
疇
の
た
め
伊
勢
神

宮
へ
の
行
幸
が
議
さ
れ
て
い
た
。

「実
盛
最
後
」
を
も
っ
て
北
陸
合
戦
談
の
結
尾
と

し
た

『平
家
物
語
』
巻
七
の
な
か
ば
、
飯
徒
追
討
祈
蒔
の
た
め
の
伊
勢
行
幸
の
由
来

と
し
て
、
藤
原
広
嗣
の
乱
と
玄
防
僧
正
の
物
語
を
置
く
。

「玄
防

（還
亡
）
」
の
章

が
そ
れ
で
あ
る
。

中
世
に
お
け
る
古
代
の
理
解
は
、多
く
説
話
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。
『平
家
物
語
』

の
よ
う
な
中
世
の
一
典
型
の
作
品
で
は
、
当
該
説
話
を
は
じ
め
と
し
て
巻
二
の

「阿

古
屋
」
「蘇
武
」、
巻
五
の

「都
遷
」
「五
節
」、
巻
八
の

「名
虎
」
…
等
々
、
章
題
と

な
る
も
の
だ
け
も
少
な
く
な
く
、
部
分
的
な
言
及
は
数
を
尽
く
し
が
た
い
。
そ
れ
ら

は

『平
家
物
語
』
の
作
者

・
編
者
に
と
っ
て
、
本
朝
の
前
例
と
し
て
時
代
を
規
制
す

る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

藤
原
広
嗣
の
乱
の
経
緯
か
ら
玄
防
の
怪
死
に
い
た
る
話
の
大
筋
は

『平
家
物
語
』

諸
本
に
共
通
す
る
が
、
広
本
の
延
慶
本
と
盛
衰
記
は
相
互
に
相
違
を
有
じ
つ
つ
も
詳

細
な
記
事
を
収
め
て
お
り
、
説
話
の
伝
流
か
ら
物
語
へ
の
定
着
の
過
程
を
さ
ぐ
る
上

で
看
過
し
が
た
い
。
こ
の
繁
簡
の
差
、
記
事
の
出
入
を
整
理
し
つ
つ
、
特
に
広
本
の

横
　
井

孝

日
寿
圏
〓

く
ｏ
パ
９

（昭
和
六
十
二
年
十
月
十

一
日
受
理
）

記
事
の
位
相
を
中
心
に
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

一　

諸
本
の
輪
郭

ま
ず
延
慶
本
の
記
事

（第
二
末
・
十
六

「大
神
宮
へ可
成
御
幸
事
／
付
広
嗣
事
／
井
玄
防

僧
正
事
」
）
の
概
略
と
構
成
を
見
て
お
こ
う
。
ヽ

´
―
ｌ
①
伊
勢
神
宮
に
は
古
来
よ
り
行
幸
は
な
か
っ
た
が
、
広
嗣
の
乱
の
時
を
噌
矢

と
す
る
。
②
そ
も
そ
も
広
嗣
は

「世
上
ノ
才
人
、
天
下
ノ
俊
者
」
で
、
詩
歌

・
武
芸

・
歌
舞

・
管
弦

ｏ
天
文
宿
曜
な
ど
不
可
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

③
天
平
十
二
年
、

つ
い
に
広
嗣
は
自
ら
の
武
勇
を
た
の
ん
で
肥
前
国
松
浦
郡

に
挙
兵
し
、
朝
廷
も
大
野
東
人
を
大
将
軍
と
し
て

一
万
七
千
人
の
追
討
軍
を

動
員
し
た
。
④
両
軍
は
鎮
西
で
激
突
、
広
嗣
は
海
に
追
い
落
と
さ
れ
、
相
次

ぐ
官
軍
の
追
撃
に
あ
い
、
橘
浦
で
誅
殺
さ
れ
た
。
⑤
今
度
の
木
曾
義
仲
調
伏

も
こ
の
先
例
に
よ
る
。
⑥
広
嗣
の
遺
体
が
空
に
昇
っ
て
光
を
放
つ
と
い
う
異

変
が
お
こ
り
、
世
間
に
災
疫
が
蔓
延
し
た
た
め
、
鏡
宮
に
祀
っ
た
。
⑦
同
十

八
年
、
筑
紫
観
世
音
寺
の
供
養
の
時
、
導
師
の
玄
防
は
天
上
の
龍
王
に
連
れ

去
ら
れ
る
怪
異
が
あ
っ
た
。
③
玄
り
が
難
に
遭
っ
た
の
は
、
広
嗣
の
北
の
方

一



に
密
通
し
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
た
。
広
嗣
の
師
吉
備
真
備
に
よ
っ
て
鎮
魂
さ

れ
、
神
と
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
の
松
浦
明
神
で
あ
る
。
⑨
入
唐
時
、

玄
防
は
宋
人
に
名
が

「還
亡
」
に
通
じ
る
と
難
じ
ら
れ
、
今
そ
の
予
百
が
的
中

し
た
。
⑩
そ
の
後
、
玄
防
の
頸
が
興
福
寺
に
落
ち
て
き
た
。
こ
れ
も
広
嗣
の
霊

の
し
わ
ざ
と
畏
れ
ら
れ
た
。
①
そ
れ
以
来
、
兵
乱
時
に
は
御
願
が
神
宮
に
立
て

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
―
―
‐

略
本
で
は
こ
の
う
ち
の
②
④
⑥
③
を
欠
き
、
全
体
の
詞
章
も
短
い
。
長
門
本
も
略

本
の
記
述
に
並
行
し
て
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

〔盛
衰
記
〕

や
は
り
②
④
⑥
③
を
欠
き
、
一則
後
に
長
門
本
に
近
い
記
述
を
と
り
な
が
ら
、

中
間
に

「彼
の
広
嗣
の
謀
坂
を
発
し
け
る
故
は
」
以
下
の
、
光
明
皇
后
を
十

一
面
観
音
の
化
現
と
す
る
説
話
を
長
々
と
語
る
。
広
嗣
は
皇
后
と
玄
防
の
私

通
の
現
場
を
見
て
訴
え
た
が
、
帝
が
真
相
を
確
か
め
る
と
二
人
は
十

一
面

ｏ

千
手
の
観
音
の
化
現
で
あ
る
た
め
崇
敬
の
念
を
お
こ
し
、
却

っ
て
広
嗣
は
国

家
を
乱
す
臣
な
り
と
追
討
を
命
じ
た
―
―
と
い
う
も
の
で
、　
尺
ユ
易
ツ語
集
』

巻
十

一
「玄
防
僧
正
亘
唐
伝
法
相
語
第
六
」
は
こ
の
部
分
の
み
盛
衰
記
と
類

同
関
係
に
あ
る
。

松
浦
明
神
の
縁
起
を
語
る
断
片
的
な
資
料
は
い
く
つ
か
見
え
る
が
、
『平
家
物
五
習

と
の
関
連
に
於
て
触
れ
う
る
説
話
資
料
は
か
な
り
限
定
さ
れ
る
。
右
に
挙
げ
た

『今

土尻
髪
“集
』
の
他
、
延
慶
本
の
詞
章
の
問
題
と
直
接
関
連
す
る

『松
浦
廟
宮
先
祖
次

第
井
本
縁
起
』

『七
大
寺
巡
礼
私
記
』

（法
隆
寺
蔵
）
十
巻
本

『伊
呂
波
字
類
抄
』

『神
道
雑
々
集
』

（彰
考
館
蔵
）
な
ど
が
あ
り
、

『古
今
著
聞
集
』
巻
二
十
の

一
話

「右
近
少
将
広
継
宰
府
に
下
り
て
龍
馬
を
得
た
る
事
」
は
、
上
記
の
説
話
資
料
の
部

分
と
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。

〔全

曇

翼

〕

『平
家
物
五
習

に
共
通
す
る
①
⑤
⑪
お
よ
び
③
⑨
を
欠
き
、
②
④
⑥
は
延

二

慶
本
の
詞
章
と
重
な
ら
な
い
。
ま
た
、
②
と
③
の
間
に
盛
衰
記
に
も
見
え
る

光
明
皇
后
観
音
化
現
談
が
入
る
。

〔古
今
著
聞
集
〕

『松
浦
廟
宮
先
祖
次
第
井
本
縁
起
』
な
ど
に
い
わ
ゆ
る
広
嗣
の

「五
異
七

能
」
の
一
つ
、
龍
馬
に
乗
っ
て
朝
夕
に
太
宰
府
と
京
都
を
往
反
し
た
と
い
う

部
分
を
と
る
の
み
で
、

『平
家
物
五
習

の
構
成
に
関
わ
り
合
わ
な
い
。

以
上
を
概
観
す
れ
ば
、
田
諸
本
共
通
す
る
①
⑤
⑪
が
説
話
資
料
に
見
え
な
い
の
は

当
然
で
、

『平
家
物
語
』
の
基
本
的
枠
組
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
、
②
そ
の

枠
組
み
に
従
う
か
ぎ
り
、
「玄
防
」の
章
の
主
題
は
、
先
例
に
沿
っ
た
朝
敵
の
す
み
や

か
な
伏
誅
を
予
見
な
い
し
期
待
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
、
０
延
慶
本
を
別
と
し
て

諸
本
の
簡
略
な
詞
章
の
な
か
で
盛
衰
記
の
改
編
が
目
立
つ
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
盛
衰
記
の
光
明
皇
后
に
関
す
る
部
分
は
、
本
文

一
字
下
げ
の
形
―
―

日
比
野
和
子
氏
の
い
わ
ゆ
る

〈別
記
文
〉
の
体
裁
を
採
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て

い
く
つ
か
の
見
解
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
挿
入
の
形
態
と
考
え
て
お

き
た
い
。

（後
述
）

『平
家
』
諸
本
が
こ
れ
以
上
に
複
雑
に
錯
綜
し
て
い
る
章
段
は
他
に
少
な
く
な
い

が
、
こ
こ
で
も
延
慶
本
の
ご
と
き
形
態
を
先
行
と
す
る
か
、
略
本
の
ご
と
き
を
先
行

と
す
る
か
に
よ
っ
て
盛
衰
記
の
評
価
も
動
か
ざ
る
を
え
ま
い
。
た
だ
し
、
上
記
の
よ

う
な

「玄
防
」
の
章
の
基
本
的
枠
組
み
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
巻
五
の

「朝
敵

揃
」

「咸
陽
宮
」
な
ど
と
同
様
に
、
朝
敵
の
覆
滅
を
予
期
す
る
文
脈
で
あ
り
な
が
ら
、

後
の
歴
史
の
進
行
が
そ
の
期
待
を
一異
切
っ
て
ゆ
く
、
典
型
的
な
傍
流
談
の
形
態
を
本

章
は
備
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
―
―
略
本
の
形
が
先
行
し
延
慶
本
の
ご
と
き
は
後
の

大
増
補
に
よ
る
―
―
と
い
っ
た
よ
う
な
単
純
な
理
論
は
こ
こ
で
は
通
用
し
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。　
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一　
縁
起
の
周
辺

以
上
の
ご
と
く
概
観
す
れ
ば
、

「玄
坊
」
の
章
の
本
文
分
析
に
は
延
慶
本
の
評
価

が
鍵
に
な
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
延
慶
本
の
詞

立早
は

『松
活
齢
警
卑
西
倶
体
第
井
本
縁
紀
ど

（以
下

『松
浦
宮
縁
起
』
ま
た
は

『縁
起
』
と

略
称
す
る
）
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
こ
の

『縁
起
』
の
周
辺
を
見
て
ゆ

ワ」ムノ。『松
浦
廟
宮
先
祖
次
第
井
本
縁
起
』
は
書
名
に
表
さ
れ
る
ご
と
く
、
鎌
足
か
ら
広

嗣
に
い
た
る
簡
略
な
系
譜
で
あ
る

「先
祖
次
第
」
と
松
浦
廟
宮
の

「縁
起
」
の
二
部

よ
り
な
る
。
奥
書
は
な
く
、
縁
起
部
分
の
冒
頭
に
、

右
近
少
将
従
四
位
下
藤
原
広
継
。
太
宰
少
弐
任
中
。
慮
外
難
罪
。
観
世
音
寺
読

師
能
霊
。
執
筆
筑
前
介
南
淵
深
雄
。
内
凝
儀
上
興
波
等
。
慕
二主
公
・而
伝
。

と
あ
る
の
み
で
、
伝
流
は
分
明
で
な
い
。
こ
れ
を
収
め
る
新
校
群
書
類
従
本
の
解
題

に
は

「
一
本
奥
書
に
天
平
勝
宝
三
年
二
月
十

一
日
染
筆
」
と
あ
る
由
だ
が
、
む
ろ
ん

無
稽
で
あ
り
、　
一
般
に
は

「怪
し
い
書
物
」
で

「怪
し
い
こ
と
が
多
い
」

（宮
田
俊

彦
氏

尋
口備
真
備
』
吉
川
弘
文
館
、
四
六
頁
）
と
か
、

「は
な
は
だ
疑
わ
し
い
も
の
、
信

ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」

バ中
川
収
氏

『奈
良
朝
政
争
史
』
教
育
社
、
八
七
頁
）
な

ど
と
す
こ
ぶ
る
評
判
が
悪
い
。

そ
の
内
容
の
概
略
は
、

―
―
広
嗣
は
、
京
都
と
鎮
西
を

一
日
の
う
ち
に
往
復
で
き
た
り
、
二
本
の
矢
で
同

時
に
別
々
の
物
を
射
た
り
、
人
間
ば
な
れ
し
た

「五
異
七
能
」
を
備
え
た
人

だ
っ
た
。
天
平
十
年
、
天
変
怪
異
あ
い
つ
ぎ
、
彼
は
天
皇
の
信
任
あ
つ
い
玄

防

・
吉
備
真
備
を
排
斥
す
べ
き
事
を
上
表
し
た
。
天
皇
は
こ
れ
を
排
し
、
な

お
か
つ
玄
防
に
帝
位
を
譲
ろ
う
と
す
る
が
、
和
気
清
麻
呂
は
宇
佐
の
神
意
を

も

っ
て
反
対
し
た
た
め
、
孝
謙
帝
の
怒
り
に
ふ
れ
て
配
流
さ
れ
る
。
玄
防
が

騎
慢
の
あ
ま
り
広
嗣
の
妻
室
に
密
通
す
る
と
、
い
た
た
ま
れ
ず
広
嗣
は
謀
坂

を
発
し
、
大
野
東
人
の
率
い
る
追
討
軍
と
戦
闘
を
交
え
た
。
官
軍
の
威
勢
の

前
に
広
嗣
軍
の
戦
意
は
萎
え
、
脱
出
を
は
か
っ
た
広
嗣
も
、
つ
い
に
誅
滅
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
死
後
、
広
嗣
の
怨
霊
が
猛
威
を
ふ
る
い
、
広
嗣
の
師

た
る
真
備
が
西
下
し
、
こ
れ
を
鎮
め
て
神
宮
知
識
無
怨
寺
を
建
立
し
た
。
そ

の
功
徳
に
よ
り
真
備
は
の
ち
に
大
臣
に
ま
で
昇
っ
た
。
―
―

と
い
う
も
の
で
、
人
物
の
混
同

（聖
武
帝
と
孝
謙
帝
、
玄
妨
と
道
鏡
）
、
年
時
の
乱
脈

（天
平
十
年
の
上
表
文
の
中
に
同
十
二
年
の
事
件
の
記
述
が
あ
る
）
な
ど
は
な
は
だ
し
く
、

そ
の
荒
唐
ぶ
り
は
史
家
の
軍
電
を
か
う
の
に
充
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
説
話
研
究
の

上
で
歴
史
と
文
学
の
関
連
を
追
尋
す
る
立
場
か
ら
は
、
自
ず
と
別
な
読
み
解
き
か
た

が
あ
る
ち
が
い
な
い
。

例
え
ば
、

「縁
起
」
末
尾
近
く
、
無
怨
寺
に
広
嗣
が
祀
ら
れ
た
記
事
の
後
に
、

件
僧
正
道
鏡
。
終
被
レ任
二太
政
大
臣
「
然
後
未
レ経
二幾
程
¨
天
皇
奄
然
莞
給
。

…
…
而
間
舞
謀
事
相
発
．　
俄
被
レ定
「下
下
野
国
薬
師
寺
別
当
「
是
尚
依
二先
帝

厚
恩
・也
。
而
任
下
不
レ幾
。
頓
以
死
去
。
世
人
云
。
彼
藤
少
将
霊
罰
也
。

と
あ
る
の
は
明
ら
か
に
玄
防
と
の
す
り
か
え
で
、
杜
撰
に
も

「道
鏡
」
の
名
す
ら
改

変
し
て
い
な
い
。
史
実
と
し
て
信
じ
が
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
尋
常
な
ら
ざ
る
死
に

よ
っ
て
「彼
藤
少
将
霊
罰
也
」と
巷
間
に
噂
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
『続
日
本
紀
』

天
平
十
八
年
六
月
条
に
あ
る
よ
う
な
、

己
亥
（十
八
日
）
。
僧
玄
防
死
。
…
…
栄
寵
日
盛
。
稽
乖
二沙
門
之
行
・。
時
人
悪
レ

之
。
至
レ是
死
二於
徒
所
一世
相
伝
云
。
為
二藤
原
広
嗣
霊
・所
レ害
。

と
い
う

〈史
実
〉
を
背
後
に
透
か
し
見
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
玄
防
の
死
が
尋
常

な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
後
の
諸
伝
に
も
影
響
を
あ
た
え
、

忽
然
登
二数
丈
・。
即
落
レ
地
夭
亡
。
更
無
二血
骨
¨
俗
云
。
太
宰
少
弐
広
嗣
霊
所

為
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（興
福
寺
本

『僧
綱
補
任
』
裏
書
）

天
平
十
八
年
入
滅
事
有
・■
一説
・。
玄
防
今
年
六
月
為
二太
宰
少
弐
藤
原
広
継
亡
霊
・

被
レ奪
・■
（命
¨
広
継
霊
者
今
松
浦
明
神
也
。
相
伝
云
。
玄
防
法
師
太
宰
府
観
世

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

一

一



音
寺
供
養
日
為
・■
（導
師
「
乗
二於
腰
輿
・供
養
間
。
俄
自
二大
虚
一捉
「捕
其
身
¨

忽
然
失
亡
。
後
日
其
首
落
刊置
千
興
福
寺
唐
院
「
　
　
　
　
（『七
大
寺
年
表
り

と
い
う
説
話
化
の
様
相
を
示
し
、　
景
夢
命
髪
習

『今
昔
物
語
集
』
の
記
述
に
敷
衛

す
る
こ
と
と
な
る
。

『続
紀
』
に
「至
レ
是
死
二
於
徒
所
こ
と
あ
る
の
は
、
天
平
十

七
年

（七
四
五
）
恭
仁
京
か
ら
平
城
へ
の
復
都
に
際
し
て
の
内
証
に
よ
っ
て
、
同
年

十

一
月
筑
紫
観
世
音
造
営
の
名
目
で
玄
防
が
貶
講
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
官
界
の
中

枢
か
ら
僻
陳
の
地
へ
の
左
降
と
い
う
事
件
が
、
さ
ら
に
名
目
上
と
は
い
え
そ
の
造
営

に
あ
た
っ
た
観
世
音
寺
の
落
慶
供
養
の
時
に
死
没
す
る
と
い
う
事
件
が
続
け
ば
、
世

間
の
耳
目
を
惹
か
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
鎮
西
の
み
な
ら

ず
全
国
を
揺
動
さ
せ
た
広
嗣
の
乱
が
終
燎
し
て
五
年
に
満
た
ず
、
坂
徒
を
誅
滅
し
た

も
の
の
威
信
の
堕
ち
た
朝
廷
が
京
師
を
平
城
か
ら
恭
仁
、層猥
へ
難
波
（案
の
み
）と
徘

徊
さ
せ
た
あ
げ
く
、
ふ
た
た
び
平
城
に
還
る
と
い
う
ふ
う
な
混
迷
の
時
期
で
あ
っ
た
。

乱
後
の
余
塵
き
え
や
ら
ぬ
、
広
嗣
の
怨
霊
の
所
為
が
さ
さ
や
か
れ
て
不
思
議
で
な
い

状
況
だ
っ
た
。
玄
防
の
横
死
説
は
こ
の
中
で
醸
成
さ
れ
、
早
く
も

『続
紀
』
に
片
鱗

を
見
せ
な
が
ら
説
話
の
場
へ
引
き
継
が
れ
て
ゆ
き
、
近
似
す
る
道
鏡
の
行
跡
を
透
過

し
援
用
し
た
と
こ
ろ
に

『松
浦
宮
縁
起
』
が
形
を
な
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

玄
防
が
官
界
に
あ
っ
て
権
勢
を
誇
っ
た
こ
ろ
を
『続
紀
』は

「栄
寵
日
盛
。稽
乖
二
沙

門
之
行
一
時
人
悪
レ之
」
と
記
す
が
、
実
情
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
『縁
起
』
に

引
く
広
嗣
の
上
表
文
は
ほ
と
ん
ど
玄
防
へ
の
悪
罵
に
満
ち
て
お
り
、

而
今
僧
正
玄
防
。
恒
著
二紫
祓
袈
裟

　̈
一
頃
違
二王
法
「
令
〓諸
僧
尼
。
漸
染
〓邪

道
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（九
一
七
頁
）

又
僧
正
者
。
仏
法
綱
紀
。
法
興
廃
縁
二此
一僧
「然
此
僧
無
二頭
陀
安
居
。　
種
々
威

儀
¨
而
香
華
飾
レ身
。
愛
「著
女
色

　̈
宛
如
二自
衣
無
戒
有
情
「
　
　
　
（同
頁
）

又
僧
正
玄
防
。
掌
中
有
二通
天
之
理
・。
直
達
二中
指
・．
伝
聞
。
大
唐
相
師
日
。
当
レ

作
二
天
子
・也
。
霜
負
二此
言
・。
独
窺
二宝
位
・。
焚
刊
惑
陛
下
¨
欺
刊
詐
后
宮
¨
議
■絶

藩
屏
之
族
¨
令
三朝
庭
無
二維
城
之
回
・。
放
ヨ逐
棟
梁
之
家
¨
令
三左
右
絶
二忠
良

四

之
臣

　̈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（九

一
八
頁
～
九

一
九
頁
）

と
声
高
に
そ
の
非
を
な
ら
し
て
い
る
が
、
『続
紀
』
の
い
う

「稽
乖
二
沙
門
之
行
こ

が

以
上
の
ご
と
き
に
相
当
す
る
も
の
か
、
当
否
を
判
断
し
が
た
Ｌ
。
む
し
ろ
「独
窺
二
宝

位
こ
云
々
は
道
鏡
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
、
「有
嫉
妬
人
、
議
二
天
皇
一奏
、
『長
屋

（王
）
、
謀
レ
傾
三
社
程
■

将
レ奪
二
国
位
こ

」
　

　

　

　

古
来
政
敵
を
陥
れ
る
常
套
句

に
他
な
ら
な
い
。

玄
防
の
人
物
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
る

一
史
料
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、

天
平
十
九
年

（玄
防
死
去
の
翌
年
）
書
写
さ
れ
た

『大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
五
十
七

の
識
語
が
あ
る
。

奉
為

大
師
故
僧
正
大
和
尚
、
敬
写
大
般
若
経

一
部
六
百
巻
、
意
者
夫
四
時
改
変
、

八
節
推
移
、
俄
頃
須
央
、　
一
周
己
度
、
且
俗
礼
有
限
、
不
敢
固
違
、
毎
想
堤

奨
之
教
、
則
頓
絶
無
期
、
年
慈
育
之
一一ミ

則
更
何
侍
惜
、
今
縦
粉
身
砕
貴

以
酵
恩
徳
無
辺
、
書
用
私
財
ヽ
依
憑
般
若
、
故
今
繕
写
奉
翅
幽
霊
、
因
此
勝

囚

塁

参

暴

天
平
十
九
年
歳
次
丁
亥
十

一
月
発
朔
八
日
庚
辰
大
唐
弟
子
僧
二
塁
思
記

「大
師
故
僧
正
大
和
尚
」
が
す
な
わ
ち
玄
防
ヽ
末
尾
の

「主
里
曇

は
、
天
平
七
年

に
玄
防
が
帰
朝
し
た
時
と
も
な
っ
た
唐
人
の
弟
子
僧
で
、
師
の
薫
陶
を
あ
つ
ぐ
謝
し
、

そ
の
恩
徳
に
酬
い
る
た
め
に

『大
般
若
経
』

一
部
六
百
巻
を
捧
げ
よ
う
と
い
う
趣
旨

で
あ
る
。
正
史
に
記
録
さ
れ
な
い
玄
暁
の
、
後
進
に
鑽
仰
さ
れ
た
実
像
の
一
端
を
の

ぞ
か
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『松
浦
宮
縁
起
』
の
玄
防
は
、
お
そ
ら
く
『続
紀
』
の
い
う

「稽
乖
二沙
門
之
行
こ

か
ら
更
に
誇
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
明
滅
す
る
造
型
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
松
浦
宮
社
の

「縁
起
」
の
立
場
か
ら
は
当
然
、
頓
滅
を
伝
承
さ
れ
る
玄
防
は
広
嗣
の
霊
威
に
よ
っ

て
横
死
し
た
も
の
で
あ
り
、
霊
威
が
発
動
す
る
に
は
玄
防
が
広
嗣
に
対
し
て
よ
り
悪

玉
で
あ
る

（例
え
ば
、
玄
防
が
広
嗣
の
北
の
方
に
密
通
し
た
と
す
る
よ
う
な
）
方
が
よ
り



松

浦

宮

縁

起

伊

呂

波

字

類

抄

古

今

著

聞

集

怨
霊
の
正
当
性
が
増
す
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
孝
謙
帝
の
晩
年
に
よ
り
多
く

の
記
録
を
残
し
た
道
鏡
の
事
跡
は
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
に
乏
し
い
玄
防
を
補
完
す
る

か
た
ち
で
登
場
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

〓
一　
延
慶
本
の
資
料

右
の
よ
う
な

『松
浦
宮
縁
起
』
の
性
格
か
ら
は
、
当
然
松
浦
宮
の
宣
揚
活
動
と
並

行
し
た

「縁
起
」
説
話
の
形
成
年
代
に
想
到
さ
せ
る
。
史
家
は

『縁
起
』
の
成
立
時

〔表

一
〕

（先
祖
次
第
）

贈
太
政
大
臣
大
中
臣
鎌
子
連
鎌
足
。
依
レ功
任
〓大

臣
・。
鎌
足
莞
後
。
給
二
食
封
二
千
石
¨
尚
如
二
生

時
一
即
被
レ
授
二
藤
原
姓
「
在
二

男
・。
右
大
臣
藤

原
不
比
等
朝
臣
是
也
。
在
其
四
男
。
即
立
二
四
門
『

…

一
男
。
左
大
臣
武
智
麻
呂
。
…
二
男
。
…

三
男
。
参
議
式
部
卿
正
三
位
宇
合
。
式
家
。
…

四
男
。
…
／
宇
合
朝
臣
在
八
男
。
／

一
男
。
太

宰
少
弐
従
五
位
下
広
継
。
松
浦
廟
。

…

（九

一
三
～
九

一
四
頁
）

（
本
縁
起
）

右
近
少
将
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
広
継
。
太
宰
少

弐
任
中
。
慮
外
難
罪
。
観
世
音
寺
読
師
能
理
。

執
筆
筑
前
介
南
淵
深
雄
。
内
竪
儀
上
興
波
等
。

慕
二
主
公
・
而
伝
。

期
を
鎌
倉
時
代
に
目
安
を
お
こ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、　
一
つ
に
は
天
神
信
仰
に
代

表
さ
れ
る
御
霊
信
仰
が
平
安
末
の
動
乱
期
を
経
て
の
画
期
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
、

二
つ
に
は
諸
寺
社
が
経
済
力

・
武
力
の
拡
大
を
図
る
な
か
で
唱
導
を
活
性
化
し
て
い

た
こ
と
、
な
ど
を
勘
案
し
て
の
判
定
で
あ
ろ
う
。

『縁
起
』
の
記
述
と
関
連
す
る
説

話
資
料
か
ら
も
う
少
Ｌ
堀
下
げ
て
み
よ
う
。

『縁
起
』
本
文
に
、
前
に
触
れ
た

『古

今
著
聞
集
』
巻
二
十

「右
近
少
将
広
継
宰
府
に
下
り
て
龍
馬
を
得
た
る
事
」
と
十
巻

本

『伊
呂
波
字
類
抄
』
の
記
事
を
比
照
し
た
の
が
次
の

〔表

こ

で
あ
る
。

②
松
浦
廟
宮
先
祖

贈
太
政
大
臣
大
中
臣
　
　
　
鎌
足
。

一
男
。
右
大
臣
藤

原
不
比
等
。

三
男
。
参
議
式
部
卿
正
三
位
宇
合
。

一
男
。
太

宰
少
弐
従
五
位
下
広
継
。

①
松
浦
明
神

〈
マ
ツ
ウ
ラ
ノ
ミ
ヤ
／
坐
肥
前
国
〉

右
近
少
将
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
広
継
。
太
宰
少

弐
任
中
。
慮
外
難
罪
。
観
世
音
寺
読
師
能
塞
。

執
筆
筑
前
介
南
淵
激
雄
。
内
以
上
磯
上
興
波
等

慕
主
公
而
伝
。

五



右
少
弐
広
継
朝
臣
者
。
孝
徳
天
皇
御
宇
臣
大
織

冠
太
政
大
臣
大
中
臣
鎌
子
連
鎌
足
御
殿
戸
之
孫
。

正
三
位
式
部
卿
藤
原
朝
臣
宇
合
之
第

一
子
也
。

以
二
天
平
十
年
四
月
一。
授
二
従
五
位
下
¨
拝
二
式
部

少
輔
¨
兼
二
大
養
徳
守
¨
同
年
十
二
月
為
二
太
宰

少
弐
∵
‥
於
二
彼
存
生
一時
。
有
二
五
異
七
能
・
云
々
。

謂
二
五
異
・者
。
／
…

三
。
龍
馬
出
来
。
〈
少
弐
任
初
年
冬
十
二
月
。
郭

中
間
二

音
七
度
噺
・之
。
即
以
・一高
直
一
買
取
令
ニ

労
飼
一。
…
又
其
形
体
尤
奇
異
也
。
是
知
二龍
駒
■
↓

四
。
峙
面
従
者
。
不
レ
後
二龍
馬
ズ
得
〓
件
龍
馬
・。

午
上
従
二
都
府
之
務
・。
午
後
勤
〓
朝
家
之
命
∵
↓

五
。
花
洛
鎮
西
。
朝
夕
往
返
。
〈
往
古
今
来
世
入

未
レ
有
二
此
事
¨
奇
異
甚
多
。
今
署
挙
二
五
異
・
而

已
ｏ
設
雖
レ
得
二
龍
駒
・。
朝
夕
往
返
。
身
力
豊
堪

平
。
働
異
二
常
人
一也
〉
（九

一
四
～
九

一
五
頁
）

右
少
弐
広
継
朝
臣
者
。
孝
徳
天
皇
御
宇
臣
大
織

冠
太
政
大
臣
　
中
臣
鎌
子
連
鎌
足
御
殿
戸
之
孫

正
三
位
式
部
卿
藤
原
朝
臣
宇
合
之
第

一
子
也
。

以
天
平
十
年
四
月
。
　
授
従
五
位
下
。　
拝
式
部
´

少
輔
。
兼
大
養
徳
守
。
　
同
年
十
二
月
為

少
弐
。

花
洛
鎮
西
。
朝
夕
往
反
。

〈
往
古
今
来
世
人

未
有
此
事
。
奇
異
甚
多
。
今
　
挙
五
異
七
能
而

已
。
設
雖
瀧
。
得
龍
駒
。
朝
夕
往
反
。
身
力
豊
堪

平
。
働
異
常
人
也
〉

右
近
少
将
広
継
朝
臣
、
太
宰
少
弐
に
な
り
て
、
天

平
十
二
年
、
宰
府
に
く
だ
り
け
る
に
、
十
月
の
比

郭
中
に

一
声
に
つ
ゞ
け
て
七
声
い
ば
ゆ
る
馬
の
こ

ゑ
き
こ
え
け
る
を
尋
て
、
高
直
に
買
と
り
て
、
い

た
は
り
か
ひ
け
れ
ば
、
龍
馬
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。

そ
れ
に
乗
て
、
午
剋
よ
り
か
み
に
は
都
府
の
政
に

し
た
が
ひ
、
午
時
よ
り
後
に
は
朝
家
の
公
事
を
ぞ

つ
と
め
け
る
。　
一
千
五
百
里
の
道
を
時
の
ま
に
か

よ
ひ
け
る
、
直
人
に
は
あ
ら
ず
。

『伊
呂
波
字
類
抄
』
は
辞
書
と
い
う
性
格
か
ら
も
、
ま
た
他
の
寺
社
関
係
の
記
事

か
ら
も
、
明
ら
か
に
既
成
の
文
献
と
し
て
の

『松
浦
宮
縁
起
』
に
依
拠
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

『古
今
著
聞
集
』
も
右
に
比
較
し
て
み
た
よ
う
に
、

『縁
起
』
を
訓
じ
翻

案
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
逆
の
関
係
は
考
，４
り
れ
な
い
。

十
巻
本

『伊
昌
波
字
類
抄
』
の
成
立
は

「鎌
倉
初
期
ま
で
に
成
立
」
と
目
さ
れ
る

だ
け
で
年
時
を
確
定
で
き
な
い
で
い
る
が
、
そ
の
原
型
の
三
巻
本

『色
葉
字
類
抄
』

（注
）

『伊
呂
波
字
類
抄
』
は
現
代
思
潮
社
版

ｏ
日
本
古
典
全
集

（巻
六

・
一
〇
八
ウ
～

一
〇
九
オ
）
、

『古
今
著
聞
集
』
は
岩
波
古
典
文
学

大
系

（五
〇
九
頁
）
に
よ
る
。

〈
…
…
〉
の
部
分
は
細
字
の
割
注
を
表
す
。

が
治
承
年
間

２

一七
七
～
一
一
八
〇
）
に
成

っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は

『縁
起
』
に
拠

る

「松
浦
明
神
」
の
項
目
を
欠
き
、
三
巻
本
か
ら
十
巻
本
へ
の
増
補
過
程
に
お
い
て

吸
収
さ
れ
た
事
実
を
認
め
さ
せ
る
の
で
あ
る

（た
だ
し
、
三
巻
本
は
二
巻
本

『世
俗

字
類
抄
』
に
、
ま
た
三
巻
本
か
ら
十
巻
本
へ
の
過
程
の
ど
こ
か
で
七
巻
本

『世
俗
字

類
抄
』
に
そ
れ
ぞ
れ
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
ば
ら
く
該
書

の
伝
流

・
関
連
は
古
辞
書
学
の
解
明
に
ま
ち
た
い
）
。
ま
た
、
建
長
六
年

（
〓
一五



０

四
）
十
月
成
立
の

『古
今
著
聞
集
』
と
十
巻
本

『伊
呂
波
字
類
抄
』
と
の
関
連
を
通

し
て

『縁
起
』
の
成
立
時
期
推
定
の
手
が
か
り
の

一
つ
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
だ

ｚ？
つ
。

坂
本
太
郎
氏
は

『松
浦
宮
縁
起
』
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
数
少
な
い
史
家
の

一

人
だ
が
、
氏
は
０
石
清
水
文
書

『諸
起
記
』
に

『縁
起
』
の
抜
粋
記
事
が
あ
り
、
そ

の
文
献
の
編
集
年
代
が

「鎌
倉
時
代
の
末
を
く
だ
ら
ぬ
」
こ
と
、
②

『縁
起
』
に
は

中
国
に
対
抗
す
る
姿
勢
を
あ
ら
わ
す
記
述
が
あ
り
、
元
寇
と
い
う
歴
史
的
事
件
を
踏

ま
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
ど
か
ら
、

『縁
起
』
の
成
立
を

「上
限
を
鎌
倉
時
代
の

元
寇
以
後
」
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
坂
本
氏
が
、
元
寇
を
意
識
し
た
と
読
み

取
る

『縁
起
』
の
記
述
と
は
、
例
え
ば
、
―
―
「
然
而
為
レ令
レ防
ヨ
禦
隣
敵
伺
レ隙
之

危
こ

（九
一
四
頁
）
「無
二大
唐
・則
日
本
。
無
・一日
本
一則
大
唐
。
豊
有
二東
帝
西
帝
一平
。

遂
挟
二姦
心
¨
窺
二
我
上
国
・者
。
歳
已
長
也
」
（九
一
八
頁
）

―
―
の
ご
と
き
詞
章
だ
が
、
石
母
田
正
氏
の
よ
う
に
、
ま

っ
た
く
同

一
箇
所
を
取
り

あ
げ
な
が
ら
、

「
（橘
）
諸
兄
政
権
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
軍
備
に
お
け
る
消
極
的
、

〔表
二
〕

（
ナ

ンヽ
）

０

（菩
提
院
、
玄
防
の
墳
墓
）

（
ナ

②
古
老
伝
云
、
僧
正
為
求
法
渡
唐
留
学
之
後
、
帰
朝
之

剋
、
唐
人
語
云
、
汝
莫
帰
本
国
、
其
由
何
者
、
玄
防

之
二
字
者
通
千
還
亡
之
音
、
然
則
帰
朝
之
後
、
必
蒙

媛
壼
品
照
一ム
々
、

然
而
僧
正
不
信
用
、
遂
以
帰
了
、
其
後
天
平
十
八
年

五
月
廿
三
日
、
僧
正
為
太
宰
少
弐
藤
原
広
継
之
霊
被

電
撃
之
剋
、
身
外
散
五
箇
処
、
以
首
落
地
為
憤
廟
、

後
退
的
政
策
に
よ
く
対
応
す
る
」
と
い
う
指
摘
す
ら
あ
っ
て
、
異
見
を
挿
む
余
地
な

し
と
し
な
い
。
特
に
次
に
示
す
大
江
親
通
の

『七
大
寺
巡
礼
私
記
』

（嘉
承
元
年

〈
一
一
〇
六
〉
と
保
延
六
年

〈
一
一
四
〇
〉
の
両
度
、
南
都
を
訪
れ
た
折
り
の
紀
行
文
）
と

『縁
起
』
の
関
わ
り
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

『七
大
寺
巡
礼
私
記
』

（以
下

『巡
礼
私
記
』
ま
た
は

『私
記
』
と
略
称
す
る
）
で
は
、

興
福
寺
の
搭
頭
の
一
つ
菩
堤
院
の
項
に
①
玄
防
の
頭
墓
を
紹
介
し
、②
「古
老
伝
云
」

と
し
て
、
入
唐
の
際
に
玄
防
の
名
を
還
亡
の
音
に
通
ず
る
と
難
ぜ
ら
れ
た
話
、
頭
墓

の
由
来
を
語
っ
た
後
、
③

「口
伝
云
、
玄
防
与
広
嗣
結
怨
之
因
縁
者
、
女
事
也
。
抑
、

少
弐
広
嗣
者
、
正
三
位
式
部
卿
藤
原
朝
臣
第

一
子
也
。
才
学
優
長
、
武
芸
並
朗
、
…

…
」
と
広
嗣
説
話
に
話
頭
を
転
じ
て
ゆ
ぐ
。
す
で
に

〔表

一
〕
で
一
部
を
見
た
よ
う

に
、
こ
の

「口
伝
」
は

『縁
起
』
の
記
事

「右
少
弐
広
嗣
者
⊃
…
正
三
位
式
部
卿
藤

原
朝
臣
宇
合
之
第

一
子
也
。
…
」
と
近
接
し
て
お
り
、
以
下
の
か
な
り
量
の
記
事
も

興
味
深
い
対
応
を
示
し
て
い
る
。
延
慶
本

『平
家
物
語
｝
の
詞
章
と
も
並
行
す
る
部

分
で
あ
る
。
次
に
三
者
を

〔表
二
〕
に
比
較
し
て
み
よ
う
。

（
ナ

ンヽ
）

⑨
彼
僧
正
ハ・‥
入
唐
之
時
、
宋
人
其
名
７難
ジテ
云
ク、

玄
防
卜童
日
ス
還
テ
亡
卜云
通
音
ア
リ
。
本
朝
二帰
テ事
ニ

可
逢
一人
也
卜
申
タ
リ
ケ
ル
ト
ガ
ヤ
。
彼
難
違
安
、

今
加
様
二成
給
０
。
不
思
議
ナ
リ
シ
事
共
也
。⑩
其

後
邊
．一日
数
，
、
彼

′僧
正
′頸
フ南
都
興
福
寺
′内

西
金
堂
′前
ニ
フ
ト
シ
テ
ヽ
ソ
ラ
ニ
バ
ト
咲
フ土日
シ

ケ
リ
。
此
寺
卜
申
ｔ

彼
法
相
′寺
ナ
ル
ガ
故
也
ケ

七

松

浦

宮

縁

起

七

大

寺

巡

ネL

私

記

延

慶

本

平

家

物

語



右
少
弐
広
継
朝
臣
者
．
…
正
三
位
式
部
卿
藤
原
朝

臣
宇
合
之
第

一
子
也
。
以
天
平
十
年
…
同
年
十
二

月
為
二
太
宰
少
弐
「
兼
刊
行
将
軍
職
∵
‥
於
二
彼
存
生

時
「
有
二
五
異
七
能
一
云
云
。
／
謂
二
五
異
・者
。
／

一

…
二
…
三
…
四
…
五
。
花
洛
鎮
西
。
朝
夕
往
返
。
・‥

謂
二
七
能
・者
。
／

一
。
形
体
端
厳
。
強
軟
自
在
。
…

二
。
文
籍
通
達
。
内
外
融
洞
。
…

三
。
武
芸
超
レ
輩
。
戎
道
練
習
。
全

度
括
Ｌ
一矢
・

射
放
。分

「
中
二
物
・不
レ
異
二
楊
由
「
又
十
蓋
挑
レ
燈
．

而
脱
二
大
刀
一
十
燈

一
時
滅
之
〉
。

四
。
歌
舞
和
雅
。
聴
莫
不
感
。
…

五
。
管
絃
幽
微
。
律
呂
弗
レ
違
。
…

六
。
天
文
宿
曜
。
陰
陽
通
達
。
〈
伎
術
自
在
之
条
。

此
業
殊
勝
也
〉

七
。
妻
室
花
容
。
人
間
希
有
。
〈
他
人
十
倍
己
従
レ夫

如
レ
水
。此
希
有
事
也
。
但
依
〓
件
妻
女
・蒙
二
官
責
「

即
亡
〓
身
命
・也
〉
…
　
　
　
　
・‥
今
件
広
継
朝

臣
者
。
猶
尚
勝
二
於
両
朝
人
一也
。
才
芸
優
長
．
武
芸

並
朗
。
…
以
二
天
平
十
四
年
冬
十

一
月
¨
被
レ
加
二
従

四
位
下
「
遷
二
右
近
少
将
¨
其
故
何
者
。
相
「
会
彼

新
羅
賊
・之
日
。
為
二
我
朝
・有
二
勤
公
之
節
¨
働
所
レ

働
号
墓
云
頭
塔
、
抑
広
継
霊
者
、
肥
前
国
鏡
宮
大
神

是
也
、
符
国
之
政
不
直
者
、
此
神
成
怒
之
時
、
径
二

尺
許
鏡
放
光
飛
行
虚
空
云
々
、
近
則
去
天
永
元
年
、

件
自
州
所
在
之
山
半
腹
出
来
、
放
光
指
府
方
飛
行
云

々
、
子
細
見
彼
年
国
解
、

０

日
伝
云
、
玄
防
与
広
継
結
怨
之
因
縁
者
女
事
也
、

抑
少
弐
広
継
朝
臣
者
、
正
三
位
式
口
卿
藤
原
朝
臣
第

一
子
也
、

才
学
優
長
、
武
芸
並
朗
、
猶
軟
於
和
漢
両

朝
之
人
、
天
平
十
年
十

二
月
、
為
太
宰
少
弐
兼
行
将

軍
、
是
為
距
異
国
之
来
寇
也
、
同
十
四
年
十

一
月
遷

右
近
少
将
、
距
新
羅
賊
之

日
、
為
当
朝
依
有
勲
功
所

ヽ

レ
バ
ニ
ヤ
。
是
則
彼
広
嗣
ガ霊
′
ンヽ
ハ
ザ
ナ
リ
ト
ゾ

ト
エ
ア
リ
ケ
ル
。

②
ナ
ラ
ノ
帝
′御
時
、
右
大
臣
不
比
等
′孫
、
式
部
卿

宇
合
′御
子
、
右
近
衛
権
少
将
兼
大
宰
′小
弐
藤

原
′広
嗣
卜
云
人
オ
ワ
シ
キ
。

世
上
′才
人
・
天
下
′俊
者
也
。
其
身
二種
Ｂ
′能
ア

リ
。
形
体
端
厳
テ
而
強
軟
自
在
ナ
レ
バ
、
朝
夕
往

還
シ
テ
花
洛
鎮
西
■

文
籍
通
達
メ而
内
外
融
洞
ナ

レ
バ
、
詩
賦
不
恥
ヂ於
居
易
元
慎
ｋ
於
武
芸
・為
良

将
一
以
テ
一
箭
）射
ル四
方
）
、
於
術
道
一．有
名
誉
「

挑
テ
十
燈
フ消
ャス
一
度
鷲

歌
舞
和
雅
而
聞
人
流
シ

感
涙
フ、
管
絃
幽
微
而
清
濁
分
ッ呂
律
つ、
就
テ
士口

備
真
備
一．而
仰
キ
一
字
千
金
之
師
範
「、
習
テ
天
文

宿
曜
つ
而
究
ム陰
陽
元
起
之
淵
底
つ
。
衆
能
之
中
ニ

此
業
珠
二勝
タリ
。
又
妻
室
花
容
，
天
下
無
双
之

美
人
ナ
リ
。
見
人
心
ヮ
不
悩
「
云
事
ナ
シ
。



被
〓
拝
任
・也
．
‥
・

千
レ
時
玄
防
。
帝
王
御
恩
之
余
。
矯
恣
自
長
。
於
ニ

少
弐
在
京
妻
室
命
婦
一
欲
レ
通
二
花
鳥
之
気
「
以
風
ニ

多
情
之
志
ず

。是
挙
レ
世
云
。
僧
正
被
レ
殺
欺
。

広
継
朝
臣
己
上
才
人
也
。
天
下
俊
者
也
全

箭
射
〓

四
方
し
。
為
レ
君
為
レ
臣
。
必
致
二
凶
計
¨
不
レ
如
下
却
ニ

朝
庭
「
乃
至
断
中
身
命
♂

即
天
平
十
二
年
九
月
。
急
徴
「
発
軍
兵
¨
以
二
従
四

位
上
大
野
朝
臣
東
人
一
為
二
大
将
軍
「
従
五
位
上
紀

朝
臣
飯
麻
呂
。
為
二
副
将
軍
・。
軍
監
軍
曹
各
四
人
。

井
召
「
集
東
山
。
東
海
。
山
陰
。
山
陽
。
南
海
。
五
道

之
軍
「
総

一
万
七
千
人
。
委
〓
東
人
等

　̈
持
節
討
レ

之
。
・‥

冬
十
月
少
弐
率
■

万
騎
許
¨
在
〓
板
倉
橋
之
側
∵
・

即
編
レ
木
為
レ
船
渡
レ
河
。
干
レ
時
佐
伯
常
入
。
安
倍

中
麻
呂
。
発
レ
弩
射
レ
之
。
随
則
少
弐
却
到
二
河
西
・。

…
即
遁
「
去
肥
前
国
松
浦
郡
値
加
浦
一
乗
二
龍
駒
「

邊
欲
レ
移
二
隣
朝
¨
向
二
馬
於
海
上
「
不
二
敢
進
¨
其

時
少
弐
云
。
以
二
小
直
一
買
二
此
馬
¨
故
不
レ
進
也
。
…

乃
乗
レ
船
浮
レ
海
。
‥
。千
レ
時
東
風
猶
扇
レ
船
。
留
〓
海

中
・
不
■
目
進
行
¨
漂
蕩
己
経
二

日

一
夜
¨
西
風
卒

起
。
更
吹
還
。
‥
童

風̈
弥
扇
。
自
浪
不
レ
平
。
帆
柱

０
干
時
玄
防
、
帝
皇
御
恩
之
余
、
嬌
恣
日
長
、
於
少
弐

在
京
之
妻
室
通
花
鳥
之
書
、

是
時
挙
世
云
、
僧
正
被
殺
寄
欺
、
広
継
朝
臣

働
広
嗣
朝
臣
天
下
優
士
也
、
以

一
箭
能
被
四
方
、

為
方
為
藤
臣
必
致
凶
計
欺
、

僧
正
以
此
状
奏
天
皇
、　
ゝ
ゝ
用
玄
防
之
談
、

天
平
十
五
年
九
月
忽
下
勅
下
召
於
東
山
、
東
海
、

山
陰
、
山
陽
、
南
海
之
軍
、
凡
五
道
之
兵

一
万
七
千

人
、
悉
以
来
集
、
以
従
四
位
上
大
野
東
人
為
将
軍
、

以
従
五
位
上
紀
朝
臣
飯
麻
呂
以
副
将
軍
、
為
追
討
広

継
引
率
兵
士
等
令
発
遣
也
、

冬
十
月
少
弐
到
板
倉
河
、

即
偏
木
為
船
渡
河
向
京
之

日
、
佐
伯
常
人
。
安
倍
虫

麻
呂
、
発
弩
射
之
、
広
継
却
帰
河
西
、

黒
風
巻

帆
白
浪
覆
船
、
遂
以
漂
蕩
、

③
如
何
ナ
ル
宿
業

ニ
ヤ
ト
尋
ヌ
レ
バ
、
昔
彼
広
嗣
′

北
方
都
ニオ
ワ
せ
シ
時
、
彼
容
顔
．兵

カ
サ
レ
テ
、

玄
防
蜜
二心
フ通
シ給
′ｙ
故
欺
。
大
平
後
記
二云
夕、
女

ハ亡
国
使
ナリ
、
人
勿
レ
愛
・「、
必
ス有
十
′
失
・
卜
云

ヘ
リ
。
誠
哉
、
僧
正
仮
ノ形
兵
カ
サ
レ
テ
、
遂
ニ

為
女
つ失
ナ
ワ
ル
ヽ
、
コ
ヽ
口
憂
カ
リ
シ
事
共
也
。

③
愛
広
嗣
憑
テ
我
身
之
武
勇
“、
天
平
十
二
年
〈庚
辰
〉

九
月
〈
丁
亥
日
〉
肥
前
国
松
浦
郡
テ
三

万
人
′凶

賊
ヲ
相
語
テ
企
テ
謀
反
フ奉
ント
傾
帝
つ
ハ
カ
ル
由
聞

ヘ
ケ
レ
バ
、
大
将
軍
従
四
位
上
大
野
朝
臣
東
人
、

副
将
軍
従
五
位
上
紀
朝
臣
飯
麻
呂
丼
二
諸
国
軍

兵
二勅
シテ
、　
一
万
七
千
人
ヮ委
東
人
等
一．差
遺
メ擬

令
追
討
一
。

④
其
勢
鎮
西
へ下
向
ス。
広
嗣
聞
テ
此
事
つ、
率
メ
一
万

余
騎
之
凶
徒
フ
而
都
ヘキ
ヲ
イ
登
ル●
官
軍
板
橋
河
ノ

辺
二行
合
ヌ０
広
嗣
編
‐木
ヲ構
テ為
船
卜、
河
フ渡
サ

ム
ト
ス
。
東
人
等
捨
身
命
「
フ
セ
キ
戦
シ
カ
バ
、

広
嗣
海
へ追

ハ
メ
ラ
ル
。

俄
二東
風
吹
シ
カ
バ
、自
浪
弥
ョ荒
シテ
、
松
浦
ヵ
ζ
ニ

引
退
ク、
官
軍
ツ
ゞ
ケ
テ
追
懸
シニ
、
工
事
危
事
ナ

ケ
レ
バ
、
鵠
鳩
帆
柱
之
上
二来
居
シテ
、
事
故
ナク
備

前
国
府
二付

ニ
ケ
リ
。
広
嗣
遂
二橘
浦
フ
、　
同
十

一
月
十
五
日
被
誅
畢
。⑤
此
御
祈

二
、
同
十

一
月

九



之
上
。
種
々
鳥
来
居
。
所
謂
鳥
鵠
鳩
等
他

〈
鳥
者

住
吉
。
鵠
者
香
椎
。
鳩
者
八
幡
大
菩
薩
也
〉
。
遂
吹

還
「
来
松
浦
橘
浦
『

其
遺
体
三
箇
日
。
懸
レ
虚
流
レ
電
。
鎮
落
之
所
。
今
鏡

宮
也
。
・‥
何
因
名
称
二
鏡
宮
・。
電
光
照
燿
。
夜
之
如
レ

昼
。
如
レ
此
之
間
。
勅
使
頓
減
。
二
二
人
。
洛
下
外

鏡
。
奉
レ
見
二
其
影
一
奉
レ
聞
・■
（名
¨
酔
気
迷
神
。

死
亡
甚
滋
。
…
廟
霊
盆
怒
之
時
。
御
在
所
方
丈
。
照

耀
如
レ
懸
レ
鏡
。

風
吹
其
船
、
着
小
値
嘉

嶋
、

次
還
来
松
浦
郡
橘
浦

、

０
少
弐
遺
体
三
箇

日
懸
虚
空
、
照
曜
如
　
光
、

此
霊
盆
怒
之
時
、
御
在
所
輝
光

如
懸
鏡
、
故
号
鏡
大
明
神
、

一
〇

〈
乙
西
日
〉
始
テ
伊
勢
大
神
宮
行
幸

ア
リ
。
今
度
モ

其
例
ト
ゾ
聞

９

⑥
抑
彼
広
嗣
被
誅
給
分
遺
体
、
虚
空
二登
テ雷
ヲ
ナ
ス
．

電
光
ニ
ケ
日
照
曜
シ
テ
、
宛
如
日
′光
「
洛
陽
外

土
見
其
光
・而
変
亡
甚
ダ
多
リキ
。
其
後
鎮
挙
地
ニ

落
ッ。
今
鏡
宮
ノ御
事
也
。

『巡
礼
私
記
』
の
０
の
記
事
は

「口
伝
云
」
と
口
承
を
う
か
が
わ
せ
な
が
ら
も
、

実
際
は
表
示
の
ご
と
く
本
文
の
上
で

『縁
起
』
と
多
く
重
な
り
合
う
。
し
か
も

『縁
起
』
の
Ｃ
、
『巡
礼
私
記
』
の
Ｄ
の
記
事
中
の
「以
二従
四
位
上
大
野
朝
臣
東
人
「

為
二大
将
軍
１
こ
以
下
の
戦
闘
場
面
は
、

『続
日
本
紀
』
天
平
十
二
年
九
月
二
日
条
、

十
月
九
日
条
、
十

一
月
五
日
条
を
引
い
た
も
の
―
―
例
え
ば
十
月
九
日
条

「逆
賊
広

嗣
率
二衆

一
万
許
騎
・。
到
二板
櫃
河
「
…
即
編
レ木
為
レ船
。
将
レ渡
レ河
。
千
レ時
佐
伯

宿
祢
常
人
。
安
倍
朝
臣
虫
麻
呂
。
発
レ弩
射
レ之
…
」

な
ど
と
見
較
べ
れ
ば
明
ら
か

―
―
で
、
こ
れ
を
原
拠
と
す
れ
ば
、
本
文
上
の
距
離
に
お
い
て
は

『巡
礼
私
記
』
を

下
位
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に
ふ
れ
た
古
辞
書
と
の
関
係
を
加
味
す
れ

ば
、　
β
逸
』
の
盛
工
を

『私
記
』
の

成
立

（大
江

親
通
２

一度

目
の
南

都
行

〈
一
一
四
〇
〉
以
後
、
そ
の
没
年
の
仁
平

匹
午
〈
一
一
五

一
〉
以
前
）
よ
り
以
前
に
遡

ら
せ
る
の
は
留
保
し
て
お
く
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、

『縁
起
』
と
延
慶
本

『平
家
』
の
関
係
ヽ

『巡
礼
私
記
』
と
延
慶
本

『平
家
』
の
関
係

（注
）
延
慶
本
の
数
字
は
、
本
稿
第

一
節
冒
頭
の
該
本
の
概
略
に
付
し
た
、
記
事
の
順
序
を
示
す
も
の
に
従
う
。

の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
後
者
が
成
立
時
期
で
も
本
文
上
で
も
下
位
に
お
か
れ
る
こ

と
は
変
わ
り
が
あ
る
ま
い
。

周
知
の
通
り
、
延
慶
本

『平
家
物
語
』
が
延
慶
年
間
に
書
写
さ
れ
、
本
文
が
定
着

す
る
ま
で
の
形
成
過
程
に
は
数
次
に
わ
た
る
記
事
の
集
積
が
考
，４
り
れ
て
き
て
お
り
、

二
段
階
の

「増
補
」
過
程
を
推
測
し
た
冨
倉
徳
次
郎
氏
の
先
駆
的
業
績
を
継
承
し
つ

つ
、
水
原

一
氏

・
武
久
堅
氏
ら
に
よ
っ
て
、
詞
章
の
形
成
は
延
慶
二
、
三
年

（
〓
一一〇

九
、
一
〇
）
の
書
写
亘
則
ま
で
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
で
、

武
久
氏
は

「第
二
次
加
筆
」
「最
終
加
筆
一
と
呼
ん
で
、
延
慶
直
前
の
最
終
段
階
の
時

期
の
該
本
増
補
の
解
明
に
取
り
組
み
、
い
く
つ
か
の
徴
証
を
見
出
だ
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
次
の
通
り
、
広
嗣

・
玄
防
説
話
の
詞
章
に
も
関
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
第

一
の
徴
証
は
、
延
慶
本
で
は
、
傍
流
談
と
も
い
う
べ
き
神
社
仏
寺
関
係
の

記
事

「干
支
」
が
多
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

〔表
二
〕
中
、
③
⑤
の
割
注
部
分
が

そ
れ
で
あ
る
。
第
四

（巻
八
）
上
ハ
「安
楽
寺
由
来
事
」
、
第
五
末

（巻
十
）
・
十



五

「惟
盛
粉
河
£
鵡
給
事
」
ほ
か
の
詞
章
群
の
な
か
の
一
例
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ

ら
が
延
慶
本
の

「独
自
記
事
」
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
延
慶

・
応
永
両

度
の
書
写
を
示
す
奥
書
の

「念
入
り
な
千
支
記
載
の
事
実
」
と
の
照
応
を
強
調
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
に
、
こ
れ
も
原
拠
に
な
い
敬
語
が
延
慶
本
で
添

加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と。
。
右
表
中
に
⑥
に

「広
嗣
被
誅
給
分
遺
体
‥
」
と

あ
る
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
他
に
も
、

〔延
慶
本
〕
③
真
備
鎮
西
へ下
向
ジテ、邪
悪
降
伏
之
法
ヮ令
修
給
。
一
字
千
金
之
恩
フ

不
忘
レ・、
広
嗣
鎮
マリ給
ニケ
リ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
四
巻
・
九
一
頁
）

〔松
浦
宮
縁
起
〕
以
二真
吉
備
朝
臣
¨
所
レ被
二択
遣
一也
。
奉
二宣
旨
・以
後
。
令
レ

修
〓降
伏
邪
悪
之
法
¨
…
高
声
唱
申
。　
一
日
為
レ師
。
終
身
為
レ父
。　
一
字
千
金
。

二
世
恩
重
。
依
レ聞
二此
唱
「
盆
心
急
和
レ影
。
…

（九
二
一
頁
）

と
あ
っ
て
、
武
久
氏
が
例
示
す
る
第
二
本

（巻
工Ｃ

ｏ
廿
九

「薩
摩
守
道
ョリ
返
テ

俊
成
卿
二相
事
」
、
第
五
末

（巻
十
）
・
十
三

「時
頼
入
道
Ｌ
念
由
来
事
」
な
ど

ほ
ど
特
徴
的
で
は
な
い
せ
よ
、
そ
れ
ら
と
並
行
す
る
事
実
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

『縁
起
』
の
成
立
時
期
の
推
考
は
と
も
か
く
、
延
慶
本
に
広
嗣

ｏ
玄
防
談
が
吸

収
さ
れ
た
時
期
は
、武
久
氏
の
卓
説
に
よ
る
限
り
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「最
終
加
筆
」

期
の
そ
れ
で
あ
る
徴
証
が
印
象
に
強
い
。
し
か
し
、
念
の
た
め
申
し
そ
え
る
な
ら

ば
、

「加
筆
」
と
い
い

「増
補
」
と
い
う
用
語
に
と
も
な
い
が
ち
な
、
否
定
的
、

消
極
的
な
印
象
を
も
っ
て
該
本
の
形
成
過
程
を
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
諸
説
話
資
料
の
背
後
に

『松
浦
宮
縁
起
』
が
見
え
か
く
れ
す
る
事

実
は
、

『平
家
物
語
』
プ
ロ
パ
ー
に
お
け
る
検
討
に
お
い
て
も
無
視
し
え
な
い
大

き
さ
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。
。

四
　
玄
防
説
話
の
領
域

『平
家
物
語
』
諸
本
を
俯
敵
し
て
み
る
と
、
延
慶
本
の
詞
章
が
内
容
と
い
い
量

と
い
い
、
ひ
と
り
突
出
し
て
み
え
る
が
、
物
理
的
現
象
―
―
つ
ま
り
記
事
量
の
多

寡
に
と
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
、

「還
亡

（玄
妨
）
」
の
章
の
骨
格
は
い
ず
れ
も
共
通

し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
盛
衰
記
は
、
前
述
の
よ
う
に
首
尾

を
つ
な
げ
れ
ば
、
延
慶
本
を
ご
く
簡
略
化
し
た
ご
と
き
形
、
長
門
本
そ
の
他
と
大

差
な
い
も
の
と
な
る
が
、
中
間
に
挟
ま
れ
る

〈
別
記
文
〉
が
延
慶
本
に
も
な
い
独

自
記
事
で
あ
っ
た
。

…
聖
武
天
皇
の
御
宇
に
、
玄
防
僧
正
と
て
、
貴
き
僧
御
座
し
き
。
戒
行
全
く

持
ち
て
慈
悲
普
く
及
ぼ
し
、
智
行
兼
備
し
て
済
度
隔
な
し
。　
一
天
ノ唱
道
国

家
ノ珍
宝
な
り
。
遣
唐
使
吉
備
大
臣
と
入
唐
し
て
、
五
千
余
巻
の
一
切
経
を
渡

し
、
法
相
唯
識
の
法
門
を
将
来
せ
り
。
皇
帝
皇
后
深
く
御
帰
依
を
致
し
給
ヘ

リ
。
常
に
玉
簾
の
内
に
召
さ
れ
て
、
后
宮
掌
を
合
せ
御
座
す
。
広
嗣
后
の
宮

に
参
り
給
ひ
た
り
け
る
に
、玄
防
婚
遊
し
給
へ
り
。広
嗣
奏
し
て
申
さ
く
「玄
防
、

后
宮
を
犯
し
奉
る
。
其
咎
尤
も
重
し
」
と
。
帝
更
に
用
ひ
給
は
ず
。
広
嗣
又

后
宮
に
参
り
た
り
け
る
時
、
玄
防
又
皇
后
と
枕
を
並
べ
て
臥
し
給
へ
り
。
重

ね
て
奏
し
て
云
く
、

「玄
防
只
今
后
宮
と
席
を

一
に
し
給
へ
り
。
叡
覧
に
及

ば
ゞ
、
重
科
自
ら
露
顕
せ
ん
」
と
申
す
。
帝
忍
び
て
幸
成
つ
て
、
御
簾
の
隙

よ
り
叡
覧
あ
り
。
光
明
皇
后
は
十

一
面
観
音
と
現
じ
、
玄
防
僧
正
は
千
手
観

音
と
顕
れ
て
、
同
じ
く
済
度
の
方
便
を
語
り
給
へ
り
。
皇
帝
弥
叡
信
を
発
し

御
座
し
て
、

「広
嗣
は
国
家
を
乱
す
べ
き
臣
な
り
。　
一
天
の
国
師
た
り
、
貴

き
僧
を
議
し
申
す
条
、
罪
科
深
し
」
と
て
、
西
海
の
波
に
流
さ
れ
た
り
け
れ

ば
、
怨
を
成
し
て
謀
坂
を
起
す
。
凡
夫
の
眼
前
に
は
、
非
凡
行
の
婚
嫁
と
見

奉
れ
共
、
賢
帝
の
叡
覧
に
は
大
悲
薩
錘
の
善
巧
方
便
と
拝
み
給
ふ
も
暗
貴
Ｕ
。

と
、
観
音
信
仰
の
立
場
か
ら
玄
防
讃
仰
の
姿
勢
を
貫
い
た
も
の
で
あ
る
。
奈
良
朝

の
観
音
信
仰
に
玄
坊
の
寄
与
し
た
と
こ
ろ
は
大
き
く
、
し
か
も
光
明
皇
后
立
願
に

よ
る
天
平
八
年

（七
一一一工Ｃ
の
一
切
経
書
写
、同
九

・
十
両
年
の
密
部
観
音
経
典
の

大
量
書
写
な
ど
が
、
渡
唐
し
た
玄
防
の
将
来
経
に
も
と
づ
０
こ
と
か
ら
も
、
両
者

三



の
結
び
つ
き
は
史
実
か
ら
も
確
認
し
う
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
光
明
皇
后
の
周
囲
に
は
観
音
に
関
わ
る
話
題
が
眼
を
惹
く
。

―
―
天
竺
の
健
達
羅
国
の
国
王
は
年
来
生
身
の
観
音
を
拝
ま
ん
と
の
願
が
あ
り
、
夢

告
に
日
本
国
の
光
明
皇
后
を
拝
め
と
教
え
ら
れ
、
巧
匠
を
遣
わ
し
て
そ
の
容
姿
を
模

写
せ
し
め
た
。
皇
后
は
、
母
の
孝
養
の
た
め
に
釈
迦
仏
を
造
立
す
る
こ
と
を
条
件
に

こ
れ
を
許
し
た
。
こ
の
時
の
釈
迦
仏
が
興
福
寺
西
金
堂
の
本
尊
で
あ
る

（
『建
久
御

巡
礼
記
』

『帝
王
編
年
記
』

『興
福
寺
流
記
』
な
ど
）
。
法
華
喜
「の
十

三
回
観
音
は
天
勝二

の
仏
師
が
三
体
造
立
し
た
う
ち
の
一
体
で
あ
り
、　
一
体
は
本
国
の
健
達
羅
国
に
持
ち

帰
り
、
残
り
の
一
体
は
施
眼
寺
に
安
置
さ
れ
た

（
『興
福
寺
濫
腸
記
』
）
。

「西
金
堂

〈光
明
皇
后
御
願
也
〉
自
然
涌
出
ノ
観
音
ヲ
バ
、
彼
ノ
御
身
卜
申
伝
也
」

（
『教
訓

抄
』
巻
六
、
無
二舞
曲
・楽
物
語
）
―
―
生
寸々

。

一
方
、　
尺
二
尻
髪
咆集
』
の
一
話

（巻
十

一
・
第
六
）
に
は

「光
明
皇
后
、
此
ノ

玄
坊
ヲ貴
ミ帰
依
シ給
ヶ
ル程

、́
親
ク参
り仕
リ
テ、
后
、
此
ヲ寵
愛
シ給
…
」

（岩
波
古
典
大

系
二
上
ハ
八
頁
）
と
あ
る
だ
け
で
二
人
の
観
音
化
現
説
に
は
触
れ
ず
、
盛
衰
記
よ
り

も
ず
っ
と
簡
略
に
な
っ
て
い
る
が
、
鎌
倉
初
期
の
成
立
と
目
さ
れ
る

『山
階
流
記
』

（
『皿
（福
寺
流
記
』
所
収
）
に
記
す
、
次
の
よ
う
な
伝
と
の
関
わ
り
は
見
過
ご
し
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

四
恩
堂
。
光
明
皇
后
御
願
。
玄
防
僧
正
。
聖
武
天
皇
母
后
宮
子
。
於
〓被
堂
一密
通

之
所
。
悪
レ之
御
寺
焼
失
之
時
。
諸
堂
雖
レ造
。
件
四
恩
堂

一
宇
不
レ造
言
で

η
大
日
本
仏
教
全
書
』興
福
寺
叢
書
一
・
四
頁
）

宮
子
は
藤
原
不
比
等
の
第

一
女
に
し
て
文
武
天
皇
の
皇
太
夫
人
、
光
明
皇
后
の
異

母
姉
に
あ
た
る
。

『続
日
本
紀
』
の
天
平
九
年

（七
一一一七
）
十
二
月
廿
七
日
条
に
よ

れ
ば
、
宮
子
は
文
武
に
嫁
し
て
首
皇
子

（聖
武
天
皇
）
を
出
産
し
て
以
来
四
〇
年
の

長
き
に
互
っ
て
気
鬱
症
に
悩
ん
で
い
た
が
、
玄
坊
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
治
癒
し
た
と

い
う
。
そ
の
折
に
獲
得
し
た
後
宮
で
の
信
頼
と
そ
の
後
の
好
遇
が
、
説
話
的
に
伝
流

す
る
過
程
で
『山
階
流
記
』
の
ご
と
く
変
型
さ
れ
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
『元

一
二

吉嘉
螢
昌

巻
九

（感
通

一
）
に
載
せ
る
実
忠
の
伝
に
は
、

忠

（実
忠
）
容
鬼
端
麗
。
初
皇
后
光
明
子
詣
二
講
堂
「
堂
有
〓
地
蔵
像
↓
妙

断
也
。
后
拝
レ像
私
念
スラ
る

安
得
二
如
レ
此
端
正
沙
門
・。
潜
令
ヨ
宮
人
一
見
中美

沙
門
Ｐ
或
日
。
実
忠
法
師
喩
二於
像
¨
后
賜
レ
浴
且
欲
レ
観
二
基
彊
「
忠
入
二
温

室
¨
肌
膚
鮮
明
。
后
楡
眼
不
二暫
捨
「
忽
然
仮
床
。
夢
与
レ忠
交
。
席
見
〓
忠

頂
戴
二
十

一
面
観
音
¨
儀
相
自
若
。
后
出
拝
合
掌
懺
謝
…

（
『新
訂
増
補
國
史
大
系
』
一
二
五
～
一
三
六
頁
）

と
あ
り
、
こ
の
実
忠
の
位
置
に
玄
防
を
据
え
れ
ば
、
盛
衰
記
の
詞
章
は
至
近
距
離
に

見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

（後
世
、
上
田
秋
成
は

『胆
大
小
心
録
』
で
宮
子
と
玄
妨
・

光
明
皇
后
と
実
忠
を
対
の
カ
ッ
プ
ル
に
見
立
て
て
い
る
）
。
実
忠
の
生
年
も
出
自
も
不
明

で
、
弘
仁
年
中

（八
一
〇
～
八
≡
こ

に
没
し
た
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
玄
防
よ
り

一

世
代
下
の
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、
実
忠
と
玄
防
が
説
話
上
で
交
錯
す
る
の
は
不
思
議

で
も
偶
然
で
も
な
い
。

実
忠
は
、
奈
良
東
大
寺
の
開
山
良
弁
僧
正
の
四
弟
子
の

一
人
で
、
東
大
寺
修
理
別

当
と
し
て
師
の
跡
を
継
ぎ
、
同
寺
の
草
創
期
の
諸
事
業
の
ほ
と
ん
ど
を
手
が
け
て
お

り
、
二
月
堂
修
二
会
の
創
始
者
と
し
て
名
口同
い
。
そ
の
彼
の
半
生
を
費
や
し
た
東
大

寺
の
造
作
目
録
が

『東
大
寺
要
録
』
所
収
の

「東
大
寺
権
別
当
実
忠
廿
九
箇
条
事
」

で
あ
る
が
、
そ
の
十
二
条
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、

一
、
一至

鍾

塔

一
基

諮
諭

婦

雌

酬
♂

υ

去

（
『続
々
群
書
類
従
』
十
一
・
〓
二
五
頁
）

の

「塔
」
こ
そ
、
玄
防
の
頭
墓
と
し
て
奈
良
市
高
畑
町
に
現
存
す
る
遺
構
を
指
す
の

で
あ
る
。

『平
家
物
語
』
略
本
に

「彼
僧
正
の
弟
子
共
是
を
と
て
つ
か
を
つ
き
、
其

首
を
お
さ
め
て
頭
墓
と
名
付
て
今
に
あ
り
」

（覚

一
本
）
と
あ
り
、　
昼
二
塁
　
『七

大
寺
巡
礼
私
記
』

『諸
寺
縁
起
集

・
菅
家
本
』
な
ど
に
も

「玄
防
僧
正
墳
廟
」

「頭

塔
」
と
見
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
実
否
に
つ
い
て
史
家
は
否
定
的
だ
が
、
実



平

蒔

拠
が

鱚

飩

蒻

葬

け
彙
箋

熙

裔

緩

よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
玄
防
―
―
光
明
皇
后
１
１
実
忠
―
―
頭
墓
を
繋

ぐ
連
鎖
が
完
成
す
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、

「頭
墓
」
の
存
在
を
い
う

『平
家
物
語
』
は
略
本
の
中
で
も
中
院
本

・

鎌
倉
本

・
覚

一
本

・
流
布
本
な
ど
に
限
ら
れ
、
玄
防
の
首
が
興
福
寺
に
落
ち
て
き
た

こ
と
は
記
し
つ
つ
も

「頭
墓
」
ま
で
は
言
及
し
な
い
の
が
広
略
諸
本
の
共
通
の
形
な

の
で
あ
る
。
如
上
の
ご
と
く
見
れ
ば
、
玄
防
説
話
の
根
は
深
く
南
都
に
拡
が
っ
て
は

い
る
が
、
広
嗣
の
説
話
、
松
浦
明
神
と
の
接
点
は
見
出
し
が
た
中
ｏ

『平
家
物
語
』

に
と
っ
て
、
玄
防
談
は
骨
格
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
骨
格
に
付
さ
れ
た
皮
下
脂
肪
に

あ
た
る
と
見
て
大
過
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
盛
衰
記
が
玄
防
談
を
本
文
と
区
別

し
て
一
段
下
げ
の

〈別
記
文
〉
の
体
裁
に
し
た
の
は
、
本
文
の
骨
格
と
は
伝
承
経
路

を
異
に
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
形
態
だ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の

骨
格
に
あ
た
る
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。

延
慶
本
が

『松
浦
宮
縁
起
』
に
依
拠
し
て
広
嗣
の
異
能
、
乱
の
戦
闘
場
面
、
玄
防

の
密
通
、
吉
備
真
備
の
鎮
魂
な
ど
を
語
る
記
事
は
、
他
の
諸
本
に
な
い
独
自
の
も
の

で
あ
る
た
め
、
と
も
す
れ
ば
後
補
と
見
な
さ
れ
が
ち
な
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し
か

し
、
延
慶
本
以
外
の
本
に

『縁
起
』
の
影
響
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は

な
い
。
鎌
倉
本

ｏ
覚

一
本
は
、
広
嗣
の
乱
勃
発
と
怨
霊
の
発
動
の
叙
述
の
間
に
、

彼
広
嗣
ハ
肥
前
ノ
松
浦
ヨ
リ
都
へ
一
日
二
下
上
ル
馬
ヲ
ゾ
持
タ
リ
ケ
ル
。
被
追

討
シ
時
モ
、
御
方
ノ
凶
賊
落
行
皆
被
討
テ
後
、
件
ノ
馬
二
打
乗
テ
海
中
二
馳
入

ケ
ル
ト
ゾ
聞
ヘ
シ
。

（鎌
倉
本
）

と
あ
る
の
は

『〈
ユ
昌
　
『古
今
著
聞
集
』
に
あ
る
龍
馬
の
話
だ
が
、
前
に
検
討
し
た

よ
う
に
、
こ
の
部
分
の
話
材
の
淵
源
は

『縁
起
』
に
収
敏
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、

乱
の
経
緯
か
ら
松
浦
宮
鎮
座
に
い
た
る
構
成
が

『平
家
物
語
』

『縁
起
』
と
も
ど
も

貫
か
れ
て
い
る
事
実
を
勘
案
す
れ
ば
、
右
の
一
節
は
増
補
添
加
に
よ
る
も
の
で
は
な

く

『縁
起
』
を
骨
格
と
す
る
形
態
の
残
滓
と
見
る
の
が
穏
当
な
の
で
あ
る
。

「還
亡

（玄
防
）
」
の
章
は
、
前
後
に
朝
敵
の
飯
乱
時
の
神
宮
へ
の
祈
願
を
説
い

て
お
り
、
な
か
ほ
ど
に
も

「
（木
曽
義
仲
モ
）
其
例
と
ぞ
聞
え
し
」
と
だ
め
押
し
し

て
い
る
よ
う
に
、
全
体
は

〈朝
敵
の
す
み
や
か
な
伏
誅
の
予
見

・
期
待
〉
の
主
題
で

包
括
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
皿
と
し
て
詞
章
の
木
曾
資
料
に

『松
浦
宮
縁
起
』
が
置
か

れ
て
い
る
と
見
立
て
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
史
的
事
実
が
当
初
の

〈予
見

・
期
待
〉
を

裏
切
っ
て
ゆ
く
と
し
て
も
、
確
か
に
存
在
し
た
過
去
の
一
時
点
で
の
文
脈
を
こ
う
し

た
形
で
遺
し
て
い
る
の
が
、
こ
れ
ら

「還
亡
」
を
は
じ
め
と
す
る
傍
流
談
な
の
で
あ

り
、　
一
方
の
玄
防
談
は
広
嗣
の
説
話
を
足
が
か
り
に
し
て
怪
奇
談
へ
と
逸
脱
し
て

い
っ
た
発
展
的
モ
チ
ー
フ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
延
慶
本
を
除
く
諸
本
の
よ
う
に
、

傍
流
談
が
文
字
通
り
の
傍
流
の
説
話
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
刈
り
込
み
な
ど
の
改

編
の
手
が
加
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
傍
流
談
が
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
本
来
の
姿
を

見
失
，２
種
果
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
略
本
の
本
文
に
依
拠
し
た
た
め

「や

や
怪
異
談
的
性
格
を
も
っ
て
興
味
を
引
く
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
作
者
が
…
…
そ
の
知

識
を
て
ら
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
」
（
尋
夢
（物
語
評
講
』
下
）
と
か
、

「そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
紹
介
が
主
に
な
っ
た
た
め
に
、
平
氏

一
門
が
今
は
神
へ
の
祈
疇

を
事
と
す
る
よ
り
す
べ
の
な
か
っ
た
と
い
う
事
を
書
い
た
章
段
と
し
て
は
、
き
わ
め

て
印
象
の
不
分
明
な
章
段
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」

（
『平
家
物
語
全
注
釈
』
中
）

と
い
う
よ
う
な
評
価
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
充
分
に
納

得
の
ゆ
く
現
象
で
あ
っ
た
。
延
慶
本
の
当
該
章
段
は
延
慶
年
間
の

「最
終
加
筆
」
期

に
形
成
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
ら
し
い
が
、　
羅
夢
命
墓
習

傍
流
段
の
構
造
を
典
型
的

に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
て
、
延
慶
本
の
形
態
が
諸
本
の
な

か
で
最
も
古
姿
を
保
つ
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
一一一



注
＊
　
延
慶
本
の
本
文
は
汲
古
書
院
版
に
よ
り
所
在
の
巻

・
頁
数
を
明
記
し
た
。
『松
浦
宮
縁
起
』

は
群
書
類
従

・
第
二
輯
、

『七
大
寺
巡
礼
私
記
』
は
藤
田
経
世
氏
の

『校
刊
美
術
史
料

・
寺
院

篇
上
巻
』

（中
央
公
論
美
術
出
版
、　
一
九
七
二
・
三
刊
）
に
依
っ
た
。

（
１
）

日
比
野
和
子
氏

「源
平
盛
衰
記
に
関
す
る

一
考
察
―
―
別
記
文
に
つ
い
て
」

（名
古
屋

軍
記
物
語
研
究
会

『会
報
』
第
二
号
、　
一
九
七
四
・
二
）
。

（２
）

松
尾
葦
江
氏
に
よ
れ
ば
、

〈
別
記
文
〉
は

「盛
衰
記
成
立
当
初
か
ら
の
形
態
」
で
あ
り
、

「盛
衰
記
が
対
象
と
す
る
世
界
へ
の
一
体
感
を
失
い
、
そ
の
間
の
空
漠
を
埋
め
る
た
め
に

積
極
的
に
求
め
た
方
法
」
の
表
れ
だ
と
い
う

（
『平
家
物
語
論
究
』
明
治
書
院
、　
一
九
八

五
・
三
刊
）
。
ま
た
、
朗
詠
注
資
料
か
ら
、
別
記
文
の
加
筆
時
期
を

「鎌
倉
末
、
南
北
朝

初
間
」
と
示
唆
す
る
牧
野
和
夫
氏
の
論

（
「中
世
の
太
子
伝
を
通
し
て
見
た

一
一
二
の
間

題
②
ｌ
ｌ
所
引
朗
詠
注
を
介
し
て
、
些
か
盛
衰
記
に
及
ぶ
」

『東
横
国
文
学
』
第
十
四
号
、

一
九
八
二
・
三
）
が
あ
る
。

（３
）

両
書
と
も

『師
蹴
憐
側
僧
歴
綜
覧
難
酎
珊
仁
―
』

（笠
間
書
院
、　
一
九
七
六

・
七
刊
）

一
〇
八
頁
に
よ
る
。

（４
）
　

「歴
史
」
と

「説
話
」
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
加
美
宏
氏

「藤
原
広
嗣
の
乱
の
記
録
と

説
話
」

（
『軍
記
と
語
り
物
』
第
五
号
、　
一
九
六
八

・
一
二
）
、
美
濃
部
重
克
氏

「歴
史

か
ら
説
話
へ
―
―
広
嗣
御
霊
の
説
話
の
場
合
」

（
『文
車
』
第
十
九
号
、　
一
九
六
八

・
一

一
）
が
あ
る
。

（
５
）
　

『日
本
霊
異
記
』
中
巻

「特
二己
高
徳
・刑
二賤
形
沙
弥
・以
現
得
二
悪
死
・縁
、
第

一
」

（岩
波
古
典
大
系
、　
一
七
二
頁
）
。

（６
）

竹
内
理
三
氏
編

『寧
楽
遺
文
』
下
巻

（東
京
堂
、　
一
九
四
四
ｏ
一
〇
刊
）
六
二
〇
頁
。

（７
）
　
『国
語
学
辞
典
』

（東
京
堂
、　
一
九
五
五
・
八
刊
）
三
八
頁
。

（８
）

木
村
晟
氏

「
『伊
呂
波
字
類
抄
』
三
巻
本
か
ら
十
巻
本
へ
―
―
本
文
篇
０
」

『駒
澤
國

文
』
第
十
五
号
、　
一
九
七
八

・
三
）
七

一
～
七
二
頁
。

一
四

（９
）

『古
今
著
聞
集
』
釈
教
第
二

「智
証
大
師
の
帰
朝
を
新
羅
明
神
擁
護
の
事
井
び
に
園
城

寺
創
建
の
事
」
の
一
段
が
十
巻
本

『伊
呂
波
字
類
抄
』
と
関
連
す
る
こ
と
は
岩
波
古
典
大

系
の
補
注
に
指
摘
が
あ
り
、
延
慶
本
第
二
末

・
三
十

「平
家
三
井
寺
ヲ
焼
払
事
」
の
一
部

と
重
な
る
こ
と
は
、
拙
稿

「延
慶
本
平
家
物
語
に
関
す
る
覚
え
書
三
条
」
（
『駒
澤
國
文
』

第
二
一
号
、　
一
九
八
四
・
二
）
に
述
べ
た
。

（１０
）

坂
本
太
郎
氏

「藤
原
広
嗣
の
乱
と
そ
の
史
料
」

（高
柳
光
寿
博
士
頌
寿
記

・
念
会
編

『戦

乱
と
人
物
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
六
八

・
三
刊
）

一
六
～

一
七
頁
。

（Ｈ
）

石
母
田
正
氏

『日
本
の
古
代
国
家
只
岩
波
書
店
、　
一
九
七

一
・
一
刊
）
八
五
～
八
六
頁
。

（‐２
）
　

『
飢
畝
精
写
平
家
物
語
』

（改
造
社
、　
一
九
三
五

・
二
刊
、
後
に
自
帝
社

・
勉
誠
社
で

複
刻
）
の

「解
題
」
。

（‐３
）

水
原
　
一
氏

『延
慶
本
平
家
物
語
論
考
』

（加
藤
中
道
館
、　
一
九
七
九

二
ハ
刊
）
第
五

部

「延
慶
本
の
軌
跡
」
。

（‐４
）

武
久
　
堅
氏

『平
家
物
語
成
立
過
程
考
』

（桜
楓
社
、　
一
九
八
六

。
一
〇
刊
）
第

一
編

第

一
章

「維
盛
粉
河
詣
の
成
立
と

『粉
河
寺
縁
起
』
」
。

（‐５
）

武
久
氏
前
掲
書

（注
１４
）
、
序
論
第
二
章

「読
み
本
系
諸
本
（広
本
）
の
成
立
過
程
公
し

―
―
南
都
本
か
ら
延
慶
本
へ
」
。
た
だ
し
こ
の
論
の
副
題
に
示
さ
れ
る
結
論
に
従
う
こ
と

は
留
保
し
て
お
き
た
い
。

（‐６
）

牧
野
和
夫
氏
の
指
摘
に
よ
る
彰
考
館
蔵

『神
道
雑
々
集
』
は

「奈
良
御
門
ノ御
時
、
右

大
臣
不
比
等
ノ孫
、
式
口
卿
宇
合
息
、
右
近
衛
権
少
将
兼
太
宰
小
弐
藤
原
広
継
、
天
平
十

二
年
十
月
二肥
前
国
松
浦
郡
テ

一
万
人
ノ凶
徒
フ相
語
テ‥
こ

（十
七
ウ
～
十
八
オ
）
と
記

さ
れ
る
九
行
ほ
ど
の
短
文
で
、
抜
粋
な
が
ら
延
慶
本
の
詞
章
と
近
似
し
、
該
説
話
の
伝
流

経
路
を
暗
示
す
る

（牧
野
氏

「孔
子
の
頭
の
凹
み
具
合
と
五

（六
）
調
子
等
を
素
材
に
し

た
二
、
三
の
問
題
」

『東
横
国
文
学
』
第
十
五
号
、　
一
九
八
三
・
三
）
。

（‐７
）

速
水
侑
氏

『観
音
信
仰
』

（塙
書
房
、　
一
九
七
〇

・
八
刊
）
第

二
早
「密
教
的
観
音
信

仰
の
成
立
と
展
開
」
。

（‐８
）

実
忠
の
伝
は
、
森
蘊
氏

『奈
良
を
測
る
』

（学
生
社
、　
一
九
七

一
・
九
刊
）
所
収

「実



忠
和
尚
の
業
績
」
に
詳
し
い
。
森
氏
は

「実
忠
和
尚
は
印
度

（天
竺
）
人
で
は
な
い
か
」

と
推
測
す
る
。
な
お
、
玄
防
の
頭
基
に
つ
い
て
も
同
書

「頭
塔
」
の
調
査
記
録
が
あ
る
。

（
‐９
）

た
だ
し
、
観
世
音
寺
は
十
二
世
紀
初
頭
に
東
大
寺
の
末
寺
と
し
て
吸
収
さ
れ
て
お
り
、

九
州
か
ら
の
説
話
流
入
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
九
州
の
有
力

な
寺
社
に
対
し
て
、
近
畿
の
大
寺
は
早
く
か
ら
末
寺
化
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
お
り
、
観

世
音
寺
の
場
合
も
そ
の
一
例
に
過
ぎ
な
い

（恵
良
宏
氏

「安
楽
寺
領
に
つ
い
て
」
、
鹿
児

島
大
学

『史
創
』
第
九
号
、　
一
九
六
六

・
三
）
。

付
記

本
稿
の
原
型
は
、
十
年
近
く
も
以
前
中
世
文
学
会
で
回
頭
発
表
し
た

「広
嗣

・
玄
訪
説
話
の

考
察
」

（
一
九
八
〇
年
秋
季
大
会
、
於
熊
本
大
学
）
に
あ
る
。
公
私
の
事
情
と
生
来
の
怠
情
か

ら
荏
暮
と
し
て
つ
い
に
今
日
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
間
、
森
正
人

・
美
濃
部
重
克

・
牧
野

和
夫
の
三
氏
か
ら
教
示
を
得
、
佐
伯
真

一
氏
か
ら
活
字
化
の
懲
意
を
受
け
た
り
し
た
。
発
表
時

と
何
ほ
ど
も
進
展
が
な
い
が
、
い
ま
特
に
学
恩
を
頂
い
た
四
氏
の
芳
名
を
明
記
し
謝
意
を
表
し

た
い
。

一
五


